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（４） 障害のある人の人権について
【問 13　障害のある人の人権に関する事柄で、人権が尊重されていないと思うのはどのようなことですか。（複数回答）】

「交通機関、道路、公園、店舗、建物、情報機器などの利用が不便なこと」（50.5％）をあげた人の割合が最も高く、

次いで「人々の障害のある人に対する理解が足りないこと」（49.2％）の順で、この２項目が他に比べて割合が高

い傾向が続いています。

 

交通機関、道路、公園、店舗、建物、情報機器などの
利用が不便なこと

人々の障害のある人に対する理解が足りないこと

就職の際や職場において不利・不当な扱いを受ける※

障害があるという理由で意見や行動が尊重されない
（結婚、就職に際しての周囲の反対など）

じろじろ見られたり、避けられたりする

学校の受け入れ体制が不十分なこと

アパートなどの住宅への入居が困難なこと

スポーツ・文化活動、地域活動に気楽に参加できない

テレビや映画での場面説明や字幕などが不十分なこと

その他

特にない

分からない

※　今回（第10回）調査では、前回（第9回）調査まで「就職や職場で不利な扱いを受けること」だった選択肢を「就職の際や職場において
　　 不利・不当な扱いを受ける」に変更しています。

50.5

49.2

33.8

26.8

22.6

19.9

11.8

9.3

3.1

0.4

4.2

7.5

44.3

51.4

34.1

28.9

25.8

21.4

11.8

7.7

2.7

0.9

2.6

6.1

47.0

47.4

33.1

28.4

23.3

23.8

10.2

8.3

2.8

0.8

3.1

6.6
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【問 14　障害のある人の人権を守るために、必要なことはどのようなことだと思いますか。（複数回答）】
「道路、駅、交通機関、建物など生活環境面での障壁除去（バリアフリー化）を推進する」（51.6％）をあげた人

の割合が最も高く、次いで「障害のある人の就職機会を確保するとともに、障害の程度に応じた職業訓練を充実さ

せる」（44.0％）、「保健・福祉施策（リハビリテーション、居宅福祉サービスや福祉機器、福祉施設の整備）を充

実させる」（35.0％）、「障害のあるなしにかかわらず、学校教育は小さい時から一緒に受ける」（34.3％）などの順

となっており、割合の増減はあるものの、過去の調査結果とほぼ同様の傾向となっています。

道路、駅、交通機関、建物など生活環境面での障壁除
去（バリアフリー化）を推進する

障害のある人の就職機会を確保するとともに、障害の
程度に応じた職業訓練を充実させる

保健・福祉施策（リハビリテーション、居宅福祉サービ
スや福祉機器、福祉施設の整備）を充実させる

障害のあるなしにかかわらず、学校教育は小さい時か
ら一緒に受ける

障害のある人もない人も、芸術・文化・スポーツ、地域
活動などに気軽に参加できる

障害のある人に配慮した防犯・防災対策を進める

障害のある人の人権を守るための啓発活動を推進す
る

障害のある人のための人権相談や電話相談を充実さ
せる

その他

特にない

分からない

51.6

44.0

35.0

34.3

28.1

16.6

15.4

14.1

0.4

3.3

5.5

48.9

46.8

32.7

35.2

27.2

15.9

15.5

14.3

1.4

2.1

5.7

51.6

44.6

32.6

33.1

25.5

12.5

12.3

14.3

1.0

2.8

5.6
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（５） 同和問題について
【問 15　あなたが、同和問題（部落差別）を初めて知ったのは、どのようなことからですか。】

同和問題を初めて知った経緯については、新たな選択肢の追加により、数値の増減を直接比較することはできな

いものの、「小学校の授業で習った」（32.3％）が、過去の調査結果で割合が高かった「学校の授業で習った」（前

回 37.3％、前々回 37.5％）と同程度の割合になっていることからみて、過去の調査で同和問題を知るきっかけが

学校の授業と答えていた人は、小学校での授業が多くを占めていたと思われます。

小学校の授業で習った※1

学校の授業で習った※1

父母や兄弟姉妹など家族から聞いた

子どものころ友達や先輩から聞いた

中学校の授業で習った※1

マスメディア（テレビ、新聞など）で知った

職場の人から聞いた

集会や研修会で知った

高校の授業で習った※1

近所の人から聞いた

広報紙や冊子などで知った

親せきの人から聞いた

インターネットやＳＮＳで知った※2

はっきりおぼえていない

その他

同和問題（部落差別）を知らない

※1　今回（第10回）調査では、前回（第9回）調査まで「学校の授業で習った」だった選択肢を「小学校の授業で習った」「中学校の授業で
　　　 習った」「高校の授業で習った」に変更しています。
※2　前回（第9回）調査から、「インターネットで知った」を追加しています。今回（第10回）調査では、前回（第9回）調査で「インターネットで
　　　 知った」だった選択肢を「インターネットやＳＮＳで知った」に変更しています。

32.3

29.4

10.0

9.7

9.3

5.6

5.4

5.0

4.6

4.2

2.7

1.0

8.8

1.8

3.4

37.3

23.9

5.9

7.3

4.6

3.9

4.8

1.9

2.3

0.3

9.7

1.7

2.3

37.5

20.2

6.4

6.6

4.5

4.5

4.4

2.4

1.7

12.0

2.1

2.6
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【問 16 － 1　あなたは、同和地区出身の人に対して、周りの人がどのような意識を持っていると思いますか。】
※この意識調査で「同和地区」とは、同和問題（部落差別）の解決のための対策事業を行っていた地域のことを示しています。

「差別意識を持っている人は少しいると思う」と答えた人の割合が 42.9％で最も高く、「差別意識を持っている

人はいると思う」（29.1％）と合わせた『差別意識を持っている人はいる』人が占める割合は 72.0％となっています。

差別意識を

持っている人は

いないと思う

9.6%

差別意識を

持っている人は

少しいると思う

42.9%

差別意識を

持っている人は

いると思う

29.1%

分からない

15.7%

その他

0.5%

無回答

2.2%

全体（N=2,457）

『差別意識を持っている人はいる』 72.0％

【問 16 － 2　同和地区出身の人に対するあなたの考えをお聞かせください。】
「差別意識を持っていない」（54.9％）と答えた人が、全体の半数を超えています。なお、「差別意識を持っている」

（2.1％）と「差別意識を少し持っている」（19.3％）を合わせた『差別意識を持っている』人が占める割合は 21.4

％となっています。

差別意識を

持っていない

54.9%差別意識を

少し持っている

19.3%

差別意識を

持っている

2.1%

分からない

18.5%

その他

2.5%

無回答

2.6%

全体（N=2,457）

『差別意識を持っている』 21.4％
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【問 17　同和問題（部落差別）に関する事柄で、人権が尊重されていないと思うのはどのようなことですか。（複数回答）】
「結婚問題で周囲が反対する」（50.1％）が突出しており、前回の調査結果と同様の傾向となっています。

結婚問題で周囲が反対する

身元調査をする

就職の際や職場において不利・不当な扱いをする

差別的な発言や行動をする

家や土地の購入、マンション等を建設する際に同和地
区かどうかを調べる

インターネットやＳＮＳを利用して差別的な情報を掲載
する※

差別的なはり紙や落書きをする

その他

特にない

分からない

※　今回（第10回）調査では、前回（第9回）調査で「インターネットを利用して差別的な情報を掲載する」だった選択肢を「インターネットや
　　 ＳＮＳを利用して差別的な情報を掲載する」に変更しています。

50.1

27.9

26.3

23.2

20.4

12.2

6.5

0.4

10.9

18.2

56.4

29.0

23.4

23.1

28.4

7.4

4.1

0.8

6.8

14.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

第10回調査（2020年）（N=2,457）

第9回調査（2015年）（N=2,527）

【問 18　同和問題（部落差別）の解決に対するあなたの考えに最も近いものを選んでください。】
「問題解決のために自分も何かしたいと思うが、何をすればよいのか分からない」（29.7％）、「自分ではどうしよ

うもない問題だが、誰かしかるべき人に解決してほしいと思う」（28.6％）がそれぞれ 3割程度、「同和問題（部落

差別）のことは知らないので分からない」（12.3％）が 1割程度となっている傾向は、過去の調査結果と同様とな

っています。

凡例

第10回調査（2020年）
（N=2,457）

第9回調査（2015年）
（N=2,527）

第8回調査（2010年）
（N=3,477）

自
分
も
市
民
の
一
人
と
し
て
、

身
近
な
問
題
の
解
決
に
積
極

的
に
努
力
し
た
い
と
思
う

12.6

14.4

13.2

問
題
解
決
の
た
め
に
自
分
も
何

か
し
た
い
と
思
う
が
、
何
を
す
れ

ば
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い

29.7

28.6

30.0

自
分
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い

問
題
だ
が
、
誰
か
し
か
る
べ
き
人

に
解
決
し
て
ほ
し
い
と
思
う

28.6

30.7

27.2

こ
れ
は
同
和
地
区
出
身
の
人
の

問
題
で
あ
る
か
ら
、
自
分
と
は
直

接
関
係
な
い
と
思
う

3.8

4.3

5.2

そ
の
他

6.0

7.3

7.1

同
和
問
題
（
部
落
差
別
）
の
こ
と

は
知
ら
な
い
の
で
分
か
ら
な
い

12.3

10.2

11.4

無
回
答

7.0

4.6

5.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【問 19　同和問題（部落差別）を解決するために、大切なことはどのようなことだと思いますか。（複数回答）】
「市民一人ひとりが同和問題を正しく理解し、問題解決のために努力する」（50.6％）をあげた人の割合が最も高

く、次いで「学校で人権に関する教育を行う」（48.2％）の順で、この 2項目が他に比べて高くなっています。

市民一人ひとりが同和問題を正しく理解し、問題解決
のために努力する

学校で人権に関する教育を行う

行政が同和問題を解決するために啓発や相談体制の
充実など、積極的に努力する

インターネットやＳＮＳで正しい知識や情報を発信する

特別なことはせず、自然に解決するのを待つ

その他

特にない

分からない

50.6

48.2

24.4

21.0

13.2

2.8

4.1

13.4

0% 20% 40% 60%

全体（N=2,457）

（６）日本に居住する外国人の人権について
【問 20　日本に居住する外国人の人権について、あなたの意見に最も近いものを選んでください。】

「日本人と同じように人権は守られるべきだと思う」（43.6％）と答えた人の割合が最も高くなっている傾向は、

過去の調査結果と同様となっています。

凡例

第10回調査（2020年）
（N=2,457）

第9回調査（2015年）
（N=2,527）

第8回調査（2010年）
（N=3,477）

日
本
人
と
同
じ
よ
う
に
人
権

は
守
ら
れ
る
べ
き
だ
と
思
う

43.6

38.7

30.6

そ
の
外
国
人
の
母
国
で
の
日
本

人
へ
の
対
応
に
合
わ
せ
て
、
人
権

が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て

も
し
か
た
が
な
い
と
思
う

4.6

7.2

7.9

日
本
国
籍
を
持
た
な
い
場
合
、
あ

る
程
度
人
権
が
制
限
さ
れ
る
こ

と
が
あ
っ
て
も
し
か
た
が
な
い

と
思
う

8.2

14.5

16.6

合
法
的
に
滞
在
し
て
い
る
外
国

人
の
人
権
は
守
ら
れ
る
べ
き
だ

が
、
違
法
に
滞
在
し
て
い
る
外
国

人
に
は
人
権
を
主
張
す
る
権
利

は
な
い
と
思
う

21.3

28.3

29.5

そ
の
他

0.4

0.6

0.6

特
に
な
い

3.4

1.4

3.3

分
か
ら
な
い

8.3

7.2

9.6

無
回
答

10.1

1.9

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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【問 21　日本に居住する外国人の人権を守るために、必要なことはどのようなことだと思いますか。（複数回答）】
「日本人にも外国人にも互いの情報をより多く提供する」（42.2％）が最も高く、次いで「日本の文化や社会事情

を外国人に理解してもらう」（39.5％）、「日本人の意識や考え方を外国人に理解してもらう」（30.9％）などの順と

なっており、割合の増減はあるものの、過去の調査結果とほぼ同様の傾向となっています。

日本人にも外国人にも互いの情報をより多く提供する

日本の文化や社会事情を外国人に理解してもらう※1

日本人の意識や考え方を外国人に理解してもらう※2

日本人が外国人の事情を理解する

外国人のための人権相談や電話相談を充実させる

外国人との交流の機会を多くする

外国人を支援する民間ボランティア団体を育成する

外国人の人権を守るための啓発活動等を推進する

その他

特にない

分からない

※1　今回（第10回）調査では、前回（第9回）調査まで「外国人が日本の文化や社会事情を理解する」だった選択肢を「日本の文化や社会
　　  事情を外国人に理解してもらう」に変更しています。
※2　今回（第10回）調査では、前回（第9回）調査まで「外国人が日本人の意識や考え方を理解する」だった選択肢を「日本人の意識や考え
　　　 方を外国人に理解してもらう」に変更しています。

42.2

39.5

30.9

29.6

27.2

25.1

13.7

7.4

0.9

3.7

8.4

45.2

39.8

32.8

32.4

23.0

31.9

12.3

6.6

0.6

2.1

7.6

37.6

40.5

30.9

29.9

22.1

27.7

11.4

6.4

0.7

3.6

10.6

0% 10% 20% 30% 40% 50%

第10回調査（2020年）（N=2,457）

第9回調査（2015年）（N=2,527）

第8回調査（2010年）（N=3,477）
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（７）エイズ患者やＨＩＶ感染者の人権について
【問 22　エイズ患者・ＨＩＶ感染者の人権に関する事柄で、人権が尊重されていないと思うのはどのようなことですか。

（複数回答）】
「感染していることを本人に無断で他人に伝えられる」（30.6％）をあげた人の割合が最も高く、次いで「根拠の

ない悪い噂を流される」（30.4％）などの順となっており、割合の増減はあるものの、過去の調査結果とほぼ同様

の傾向となっています。

感染していることを本人に無断で他人に伝えられる

根拠のない悪い噂を流される

患者や感染者が特別な目で見られる

患者や感染者が病院での治療や入院を断られる

感染していると分かった人が、退職や退学に追い込ま
れる

興味本位で報道が行われる

結婚を断られたり、離婚を迫られる

無断でエイズ検査をされる

その他

特にない

分からない

30.6

30.4

25.9

25.3

21.4

20.1

16.1

8.8

0.2

6.0

25.2

30.4

29.0

27.3

28.0

24.7

23.1

19.0

10.1

0.5

2.9

20.7

28.7

26.5

30.0

26.9

24.0

11.8

17.8

9.1

0.3

3.8

21.5

0% 10% 20% 30% 40%

第10回調査（2020年）（N=2,457）

第9回調査（2015年）（N=2,527）

第8回調査（2010年）（N=3,477）

【問 23　エイズ患者・ＨＩＶ感染者の人権を守るために、必要なことはどのようなことだと思いますか。（複数回答）】
「学校でエイズ教育を充実させる」（46.5％）をあげた人の割合が最も高く、次いで「エイズ患者・ＨＩＶ感染者

のプライバシー保護を徹底する」（42.8％）の順で、この 2項目が他に比べて高くなっており、割合の増減はある

ものの、過去の調査結果とほぼ同様の傾向となっています。

学校でエイズ教育を充実させる

エイズ患者・ＨＩＶ感染者のプライバシー保護を徹底す
る

エイズ患者・ＨＩＶ感染者のための人権相談や電話相
談を充実させる

職場におけるエイズ患者・ＨＩＶ感染者に対する人権対
策を推進する

家庭や地域社会、企業でエイズに関する啓発活動に
取り組む

エイズ患者・ＨＩＶ感染者の就職の機会均等を確保する

その他

特にない

分からない

46.5

42.8

28.0

19.7

18.9

12.6

0.4

4.6

19.3

55.6

39.4

28.0

22.9

23.5

12.7

0.9

1.6

14.7

57.3

36.8

30.6

20.9

26.5

13.7

0.8

3.0

15.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

第10回調査（2020年）（N=2,457）

第9回調査（2015年）（N=2,527）

第8回調査（2010年）（N=3,477）
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（８）インターネットやＳＮＳによる人権侵害について
【問 24　インターネットやＳＮＳに関する事柄で、人権が尊重されていないと思うのはどのようなことですか。

（複数回答）】
「他人を誹謗中傷する表現を掲載している」（77.6％）が突出しており、以下、「出会い系サイトなど犯罪を誘発

する場となっている」（38.3％）、「差別を助長する表現を掲載している」（37.1％）と続く傾向は、割合の増減はあ

るものの、過去の調査結果と同様となっています。

他人を誹謗中傷する表現を掲載している

出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっている

差別を助長する表現を掲載している

悪質な商法の取引の場となっている

わいせつな画像や残虐な画像などを掲載している

捜査の対象となっている未成年者の実名や顔写真を
掲載している

同和地区と思われる場所を掲載している

その他

特にない

分からない

77.6

38.3

37.1

28.2

22.6

17.5

4.0

0.5

2.7

10.4

66.2

45.1

27.0

27.5

29.5

18.0

5.6

0.8

2.1

11.6

58.9

45.9

20.1

28.1

30.4

13.3

4.2

0.7

3.3

14.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第10回調査（2020年）（N=2,457）

第9回調査（2015年）（N=2,527）

第8回調査（2010年）（N=3,477）
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（９） ＬＧＢＴ（性的少数者）の人権について
【問 25　ＬＧＢＴ（性的少数者）の人権に関する事柄で、人権が尊重されていないと思うのはどのようなことですか。

（複数回答）】
「差別的な言動（悪口、いやがらせなど）を受ける」（34.3％）が最も高く、次いで「心の性とは異なる振る舞い（服

装、言葉遣いなど）を強要される」及び「同性のパートナーとの関係を認めてもらえない（病院で手術の立ち合い

が認められないなど）」（いずれも 24.0％）の順となっていますが、「分からない」と答えた人が 24.3％と、他の人

権問題に比べて高くなっています。

差別的な言動（悪口、いやがらせなど）を受ける

心の性とは異なる振る舞い（服装、言葉遣いなど）を強
要される
同性のパートナーとの関係を認めてもらえない（病院で
手術の立ち合いが認められないなど）

同性婚が法律で認められていない

就職の際や職場において不利・不当な扱いを受ける

ＬＧＢＴ（性的少数者）であることを本人に無断で他人に
伝えられる

男女別のトイレや更衣室などが使用できない

相談や情報交換などができる交流の場が少ない

申請書などへの性別記入を求められる

賃貸の住宅（アパートなど）への入居を拒否される

宿泊施設、店舗等への入店や施設の利用を拒否され
る

その他

特にない

分からない

34.3

24.0

24.0

18.9

17.3

16.7

16.0

10.1

8.2

7.5

3.9

0.1

6.8

24.3

0% 10% 20% 30% 40%

全体（N=2,457）

【問 26　あなたは、北九州市がＬＧＢＴ（性的少数者）の支援策として実施している、「パートナーシップ宣誓制度」
を知っていますか。】

「知っている」と答えた人は 16.3％で、「知らない」（79.1％）と答えた人が大半を占めています。

知っている

16.3%

知らない

79.1%

無回答

4.6%

全体（N=2,457）
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【問 27　ＬＧＢＴ（性的少数者）の人権を守るために、必要なことはどのようなことだと思いますか。（複数回答）】
「学校における教育を推進する」（41.1％）が最も高く、次いで「専門相談窓口を充実させる」（32.6％）の順と

なっていますが、「分からない」と答えた人が 20.8％と、他の人権問題に比べて高くなっています。

学校における教育を推進する

専門相談窓口を充実させる

性別を問わず利用できる公共トイレを設置する

イベントや講座により理解を促進する

申請書などの不要な性別欄を削除する

当事者間の交流スペースを設置する

啓発パンフレットを配布する

その他

特にない

分からない

41.1

32.6

26.8

21.1

19.6

14.1

8.9

1.6

5.6

20.8

0% 20% 40% 60%

全体（N=2,457）
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３ 人権に関する学習や情報について
【問 28　あなたは、現在、北九州市が行っている次のような人権に関する啓発活動を知っていますか。（複数回答）】

「市政だよりへの人権啓発記事の掲載」（49.3％）が、過去の調査結果と同様、他に比べて抜きん出ている傾向が

続いています。以下、「人権啓発ＣＭのテレビ放送」（29.4％）、「人権標語・ポスターの募集」（28.5％）、「人権の

約束事運動「ほっとハート北九州」」（26.4％）の順となっています。なお、「知らない」（26.1％）と答えた人は前

回（17.9％）、前々回（20.7％）よりも割合が増加しています。

市政だよりへの人権啓発記事の掲載

人権啓発ＣＭのテレビ放送

人権標語・ポスターの募集

人権の約束事運動「ほっとハート北九州」

毎年12月に市内各世帯に配布する情報紙「いのち　あい
こころ」※1

人権を考えるラジオ番組「明日への伝言板」の放送

人権週間（12月4日～10日）の講演会の開催

人権啓発冊子やパンフレットの作成・配布

ふれあいフェスタの開催

同和問題啓発強調月間（7月）の講演会の開催

人権相談

ビデオ、ＤＶＤ、図書などの貸し出し

人権啓発動画の作成・配信※2

人権啓発映画の作成※2

その他

知らない

※1　今回（第10回）調査では、「毎年12月に市内各世帯に配布する情報紙「いのち　あい　こころ」」を新しく追加しています。
※2　今回（第10回）調査では、前回（第9回）調査まで「人権啓発映画の作成」だった選択肢を「人権啓発動画の作成・配信」に変更して
　　　 います。

49.3

29.4

28.5

26.4

17.5

17.1

17.1

15.6

13.6

11.0

9.8

8.5

8.3

0.2

26.1

50.7

39.2

37.1

21.3

20.3

20.0

21.7

15.9

14.4

14.0

11.6

19.4

0.4

17.9

49.6

32.5

36.9

14.3

17.5

15.5

21.3

17.7

12.6

14.5

11.3

17.8

0.5

20.7

0% 20% 40% 60%

第10回調査（2020年）（N=2,457）

第9回調査（2015年）（N=2,527）

第8回調査（2010年）（N=3,477）
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【問 29　問 28 のいろいろな人権に関する啓発活動の情報をどこから得ていますか。（複数回答）】
「市政だより」（57.1％）が、過去の調査結果と同様、他に比べて抜きん出ている傾向が続いています。なお、「特

にない」（19.3％）と答えた人は前回（14.4％）、前々回（16.7％）よりも割合が若干増加しています。

市政だより

テレビ

新聞

ポスター

ラジオ

人権啓発冊子

ＳＮＳ※

生活情報誌

ちらし

ホームページ

その他

特にない

※　今回（第10回）調査では、「ＳＮＳ」を新しく追加しています。

57.1

38.2

19.2

18.1

12.4

8.6

6.7

6.1

5.9

4.0

2.6

19.3

63.4

46.1

26.2

29.0

15.6

12.8

10.2

7.8

4.2

2.2

14.4

62.5

44.2

29.1

27.1

16.0

12.8

9.0

8.2

4.2

3.2

16.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

第10回調査（2020年）（N=2,457）

第9回調査（2015年）（N=2,527）

第8回調査（2010年）（N=3,477）

【問 30　北九州市が行っている次のような人権に関する啓発活動について、あなたが実際に参加したり、読んだり、
視聴したりした経験があるものはどれですか。（複数回答）】

「市政だよりの人権啓発記事の講読」（30.7％）をあげた人の割合が最も高く、次いで「テレビの人権啓発ＣＭの

視聴」（27.4％）の順で、この 2項目が他に比べて高くなっていますが、「特にない」（41.4％）と答えた人が 4割

を占めています。

 

市政だよりの人権啓発記事の講読

テレビの人権啓発ＣＭの視聴

人権を考えるラジオ番組「明日への伝言板」の聴取

毎年12月に市内各世帯に配布する情報紙「いのち　あ
い　こころ」の購読

人権啓発冊子やパンフレットの講読

人権標語・ポスターへの応募

人権啓発動画の視聴

人権週間（12月4日～10日）の講演会への参加

人権の約束事運動「ほっとハート北九州」への参加

同和問題啓発強調月間（7月）の講演会への参加

ふれあいフェスタへの参加

ビデオ、ＤＶＤ、図書などの貸し出し利用

その他

特にない

30.7

27.4

13.1

10.9

7.9

7.4

6.9

5.0

4.4

3.0

3.0

3.0

0.3

41.4

0% 20% 40% 60%

全体（N=2,457）
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【問 31　 人権の大切さを理解し、人権を尊重するという意識を高めて、「人権文化のまちづくり」を進めるためには、
今後どのような取り組みを行えばよいと思いますか。（複数回答）】

「学校教育の中で、人権を大事にする心を育てる」（56.6％）が最も高く、以下、「差別や偏見につながる慣習や

社会の仕組みを改善する」（49.7％）、「家庭の中で、人権を大事にする心を育てる」（40.9％）と続く傾向は、割合

の増減はあるものの、過去の調査結果と同様となっています。

学校教育の中で、人権を大事にする心を育てる

差別や偏見につながる慣習や社会の仕組みを改善す
る

家庭の中で、人権を大事にする心を育てる

地域住民が、協力、連携を図りながら人権を尊重した
まちづくり活動を進める

地域の団体・機関、企業等と行政が連携し、人権を尊
重したまちづくり活動を促進する

企業活動に人権への配慮が根付くよう、企業内の人権
意識を高める

人権に関する相談・支援機能を強化する

人権に関する市民の理解を促進する啓発を、積極的、
効果的に推進する

市民が具体的に実践できる人権に関する市民運動
（人権の約束事運動）を推進する

人権問題に取り組むボランティア団体やＮＰＯ等が連
携・協働する

その他

分からない

56.6

49.7

40.9

20.1

15.8

15.6

11.4

9.8

5.8

3.9

1.3

9.6

57.6

46.4

43.8

24.0

16.6

13.6

8.2

9.5

6.6

4.3

1.1

7.0

52.8

47.1

44.1

24.2

15.7

15.7

7.0

8.9

6.0

3.9

1.3

9.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

第10回調査（2020年）（N=2,457）

第9回調査（2015年）（N=2,527）

第8回調査（2010年）（N=3,477）
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　3　調査結果の考察

１　人権問題・差別問題への関心
・人権問題・差別問題への関心（問 1）について、「非常に関心がある」と「多少関心がある」の合計から「あまり関

心がない」と「関心がない」の合計を引いた相対度数でみると、平成 17年度に 40.3％、平成 22年度には 37.9％

でした。ところが平成 27年度には 50.3％に上昇し、さらに令和 2年度には 56.8％になっています。

・人権問題・差別問題への関心が順調に上昇している背景として、社会経済情勢や政策要因が考えられます。障害者

差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法は、いずれも平成 28年（2016 年）に施行されており、

これらの報道や情報に接する機会が増大していることが影響しているとみられます。

・これに対し、自分自身の人権侵害経験（問 4）については、今回調査から質問の仕方が変更されたにもかかわらず、「あ

る」という回答は、4回の調査を通じて 30％前後でほとんど変化していません。これは、人権問題・差別問題への

関心は、個人的体験よりも社会経済情勢や政策要因に影響されることを示唆しています。

２　制度の認知状況と取り組み意識
・障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法、北九州市パートナーシップ宣誓制度の 4制度に

関する認知度（問 6、問 26）をみると、基本的人権に関する関心項目数（問 3）が多いほど高くなっています。若

年層では関心項目数が少なく認知度が低いですが、加齢とともに関心項目数が増えて認知度が高くなっているとい

う傾向がみられます。

・一方、認知度と人権侵害経験の有無（問 4）の間には明確な関係がみられないため、個人的体験が社会的関心につ

ながっているわけではないと考えられます。

・同和問題の解決に向けた取り組み意識（問 18）のうち「市民の一人として、身近な問題の解決に積極的に努力した

いと思う」という回答は、認知度の低いグループでは 10％前後にとどまりますが、認知度の高いグループではその

2倍近い 17～ 19％が意向を示しています。

３　人権啓発活動の認知状況と参加状況
・北九州市の人権啓発活動の認知媒体（問 29）としては、「市政だより」57.1％、「テレビ」38.2％、「新聞」19.2％

などの回答率が高いです。なかでも「市政だより」は、様々な人権啓発活動の認知状況（問 28）に広範囲に影響し

ています。

・人権啓発活動を認知していても（問 28）、実際に参加したり、読んだり、視聴したりしている（問 30）とは限らな

いため、具体的な行動につなげていくことが課題になっています。

・認知媒体として接触率が高くても制度の認知度が高いとは限らないため、今後は市民の年齢構成の変化や情報通信

技術（ICT）の発達に対応しながら、新たな情報伝達手段を工夫していくことも重要であると考えます。
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令和 3年３月発行（北九州市印刷物登録番号第２０１０１１３Ａ号）

北九州市
（保健福祉局人権推進センター人権文化推進課）

〒 803-0814　北九州市小倉北区大手町 11-4　大手町ビル（ムーブ）8階
電話 093-562-5010　メールアドレス　ho-jinken@city.kitakyushu.lg.jp



　人権の約束事運動「ほっとハート北九州」は、人権文化のまちづくりを進め
るための市民運動です。
　人権尊重につながる身近なテーマを「約束事」として掲げて守るという活動
に、市内の企業・団体・施設や個人のグループなどが多数参加しています。

マスコットキャラクター

モモマルくん

人権の約束事運動「ほっとハート北九州」

人権問題に関する
市民意識調査（第10次）
概要版

北九州市

北九州市は、市民の皆様の人権に関する意識の

現状を把握し、人権行政を一層推進するため、

令和２年８月に、「人権問題に関する市民意識調

査」を実施しました。この冊子は、その調査結果を

とりまとめたものです。

市民一人ひとりが人権尊重の精神を正しく身に付け、
人権を尊重することが市民の日常生活の中で当たり前
の行動として自然に現すことができる社会をつくること

「人権文化のまちづくり」




